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1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の耐震設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 4条及び第 49 条（地盤）並びに第 5条及び第 50

条（地震による損傷の防止）に適合することを説明するものである。なお，上記条文以外への適

合性を説明する各資料にて基準地震動Ｓｓに対して機能を保持するとしているものとして，第 11

条及び第 52 条に係る火災防護設備の耐震性についてはⅤ-2-別添 1 にて，第 12 条に係る溢水防

護に係る施設の耐震性についてはⅤ-2-別添 2にて，第 54条に係る可搬型重大事故等対処設備の

耐震性についてはⅤ-2-別添 3にて説明する。 

 

2. 耐震設計の基本方針 

 2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の耐震設計は，設計基準対象施設については地震により安全機能が損なわ

れるおそれがないこと，重大事故等対処施設については地震により重大事故に至るおそれがあ

る事故又は重大事故（以下「重大事故等」という。）に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とする。施設の設計に当たり考

慮する基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要をⅤ-2-1-2「基準地震動Ｓｓ及び弾性

設計用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

 

  (1) 設計基準対象施設のうち，地震により生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は，そ

の供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって

作用する地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常

設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）

又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事

故等対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

  (2) 設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発

生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影

響の相対的な程度（「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに

分類（「耐震重要度分類」という。）し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とす

る。 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大事故等時に対処するために必

要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張），常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）及び可搬型重大事故等対処設備に耐震
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設計上の区分を分類する。重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）

は，上記に示す，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のク

ラスに適用される地震力に十分に耐えることができる設計とする。本施設と常設重大事故緩

和設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の両方

に属する重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとす

る。重大事故等対処施設のうち，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。）は，当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震

力に十分に耐えることができる設計とする。本施設と常設重大事故緩和設備又は常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の両方に属する重大事故等対

処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。なお，特定重大事

故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外である。 

 

  (3) 設計基準対象施設の建物・構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木

構造物）については，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合に

おいても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備（設計

基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力が作

用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故

等対処施設については，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される地震力，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設については，当該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力

が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合においても，その安全機能が損なわれな

いよう，適切な対策を講ずる設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基

準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備

（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生じた場合にお

いても，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，適切な対

策を講ずる設計とする。 

これらの地盤の評価については，Ⅴ-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

  (4) Ｓクラスの施設（(6)に記載のもののうち，津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施

設」という。），浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）及び敷地におけ

る津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。）を除く。）について，静的地

震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。 
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Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については，基準地震

動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

 

  (5) Ｓクラスの施設（(6)に記載のもののうち，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設

備を除く。）は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その安全機能が保持できる設計と

する。建物・構築物については，構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対し

て十分な余裕を有するように，機器・配管系については，塑性ひずみが生じる場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を

保持できる設計とする。動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当

該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器につ

いては，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確

認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基

準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備

（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。建物・

構築物については，構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕

を有するように，機器・配管系については，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できる設

計とする。動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求

される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器については，当該

機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた

機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。 

 

  (6) 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備

又は津波監視設備が設置された建物・構築物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ

れぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基

準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備

（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，重大事故等時に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計

とする。 

屋外重要土木構造物は，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては，限界層間



 

4 

  
K
7
 
①
 Ⅴ

-
2-
1
-
1 
R
0 

変形角，圧縮縁コンクリート限界ひずみ又は降伏曲げモーメント，面外せん断についてはせ

ん断耐力，面内せん断については限界せん断ひずみを許容限界とする。構造部材のうち，鋼

管の曲げについては終局曲率，せん断については終局せん断強度を許容限界とする。なお，

鉄筋コンクリートについては，限界層間変形角，圧縮縁コンクリート限界ひずみ，せん断耐

力及び限界せん断ひずみに対して，鋼管については，終局曲率及び終局せん断強度に対して

妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの安全余裕については，各施設の機能要求等

を踏まえ設定する。 

津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については，

当該施設及び建物・構築物が構造全体としての変形能力（終局耐力時の変形）及び安定性に

ついて十分な余裕を有するとともに，その施設に要求される機能が保持できるものとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求される機能が保持できるもの

とする。 

基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算

定するものとする。 

 

  (7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静的地震力に対しておおむね弾

性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

また，共振のおそれのあるものについては，その影響についての検討を行う。その場合，

検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものとする。当該地震動

による地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静的地震力に対しておおむね弾

性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設は，上記に示す，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又は

Ｃクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設は，当該設備が属する耐震重要度分類の

クラスに適用される地震力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

 

  (8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故

防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設は，それら以外の発電所

内及びその周辺にある施設（資機材等含む。）の波及的影響によって，それぞれの安全機能及

び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

  (9) 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影

響が低減されるように考慮する。 
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    (d) チャンネルボックス 

チャンネルボックスは，地震時に作用する荷重に対して，燃料集合体の原子炉冷却材

流路を維持できること及び過大な変形や破損を生ずることにより制御棒の挿入が阻害さ

れることがないものとする。 

 

    (e) 主蒸気逃がし安全弁排気管及び主蒸気系（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで） 

主蒸気逃がし安全弁排気管は基準地震動Ｓｓに対して，主蒸気系（外側主蒸気隔離弁

より主塞止弁まで）は弾性設計用地震動Ｓｄに対して上記(a)ロ.に示す許容限界を適用

する。 

 

    (f) 燃料被覆管 

炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能についての許容限界は，以下のと

おりとする。 

     イ． 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする。 

     ロ． 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有し，放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないものと

する。 

 

なお，燃料の機械設計においては，燃料被覆管応力，累積疲労サイクル，過度の寸法

変化防止に対する設計方針を満足するように燃料要素の設計を行うが，上記の設計方針

を満足させるための設計に当たっては，これらのうち燃料被覆管への地震力の影響を考

慮すべき項目として，燃料被覆管応力及び累積疲労サイクルを評価項目とする。評価に

おいては，内外圧力差による応力，熱応力，水力振動による応力，支持格子の接触圧に

よる応力等の他，地震による応力を考慮し，設計疲労曲線としては，Langer and 

O'Donnell の曲線を使用する。 

 

   c. 土木構造物 

    (a) 屋外重要土木構造物 

     イ． 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

     ロ． 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては，限界層間変形角，圧縮縁コ

ンクリート限界ひずみ又は降伏曲げモーメント，面外せん断についてはせん断耐力，

面内せん断については限界せん断ひずみを許容限界とする。構造部材のうち，鋼管の

曲げについては終局曲率，せん断については終局せん断強度を許容限界とする。なお，

鉄筋コンクリートについては，限界層間変形角，圧縮縁コンクリート限界ひずみ，せ
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ん断耐力及び限界せん断ひずみに対して，鋼管については，終局曲率及び終局せん断

強度に対して妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの安全余裕については，

各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

 

    (b) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩

和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 

上記(a)ロ.による許容限界とする。 

 

    (c) その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

   d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が

設置された建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については，

当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）及び安定性に

ついて十分な余裕を有するとともに，その施設に要求される機能（津波防護機能，浸水防

止機能及び津波監視機能）が保持できるものとする（評価項目はせん断ひずみ，応力等）。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求される機能（浸水防止機能

及び津波監視機能）が保持できるものとする。 

 

   e. 基礎地盤の支持性能 

    (a) Ｓクラスの建物・構築物及びＳクラスの機器・配管系（(b)に記載のもののうち，津波

防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）の基礎地盤 

     イ． 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格，基準等による地盤の極限支持力度に対し

て妥当な余裕を有することを確認する。 

     ロ． 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格，基準等による地盤の短期許容支持

力度を許容限界とする。 

 

    (b) 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止

設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物の基礎地盤 

上記(a)イ.による許容限界とする。 

 

    (c) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩
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和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管

系及び土木構造物の基礎地盤 

上記(a)イ．による許容限界とする。 

 

    (d) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系，その

他の土木構造物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又

はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系及

び土木構造物の基礎地盤 

上記(a)ロ．による許容支持力度を許容限界とする。 

 

 5.2 機能維持 

  (1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機

能を維持するため，制御棒挿入機能に係る機器，回転機器及び弁の機種別に分類し，制御棒

挿入機能に係る機器については，燃料集合体の相対変位，回転機器及び弁については，その

加速度を用いることとし，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施

設区分に応じた地震動に対して，各々に要求される動的機能が維持できることを試験又は解

析により確認することで，当該機能を維持する設計とするか，若しくは応答加速度による解

析等により当該機能を維持する設計とする。 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器の支持する配管の地震応答により

増加すると考えられるときは，当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこ

ととする。 

 

  (2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全

機能を維持するため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区

分に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できることを試験又は解析により

確認し，当該機能を維持する設計とする。 

Ⅴ-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちⅤ-1-

1-3-2-1「耐津波設計の基本方針」における津波監視設備及びⅤ-1-1-11「通信連絡設備に関

する説明書」における通信連絡設備に関する電気的機能維持の耐震設計方針についても本項

に従う。 

 

  (3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射線障害から公衆等を

守るため，事故時の放射性気体の放出，流入を防ぐことを目的として，設計基準対象施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して「5.1 構造強
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度」に基づく構造強度の確保に加えて，構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設

の気圧差を確保することで，十分な気密性を確保できる設計とする。Ⅴ-1-7-3「中央制御室

の居住性に関する説明書」及びⅤ-1-9-3-1「緊急時対策所の機能に関する説明書」における

気密性の維持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

 

  (4) 止水性の維持 

止水性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，防護対象設備を設置する

建物及び区画に，津波に伴う浸水による影響を与えないことを目的として，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく主要な構造部材の構造健全性の維持に加え

て，間隙が生じる可能性のある構造物間の境界部について，地震力に対して生じる相対変位

量等を確認し，その止水性を維持する設計とする。Ⅴ-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する説明書」のうちⅤ-1-1-3-2-1「耐津波設計の基本方針」におけ

る止水性の維持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

 

  (5) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震後において，放射線障害から

公衆等を守るため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分

に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び

厚さを確保することで，遮蔽性を維持する設計とする。Ⅴ-1-9-3-1「緊急時対策所の機能に

関する説明書」及びⅤ-4「その他の計算書」のうちⅤ-4-2「生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及

び熱除去についての計算書」における遮蔽性の維持に関する耐震設計方針についても本項に

従う。 

 

  (6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，地震時及び地

震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事

故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，構造強度を確保することで，支持機能が

維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足す

ること又は基礎を構成する部材に生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有している

ことで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とする。 

屋外重要土木構造物については，地震力が作用した場合において，構造部材のうち，鉄筋

コンクリートの曲げについては，限界層間変形角又は圧縮縁コンクリート限界ひずみ，せん

断についてはせん断耐力を許容限界とする。構造部材のうち，鋼管の曲げについては終局曲

率，せん断については終局せん断強度を許容限界とする。なお，鉄筋コンクリートについて

は，限界層間変形角，圧縮縁コンクリート限界ひずみ及びせん断耐力に対して，鋼管につい

ては，終局曲率及び終局せん断強度に対して妥当な安全余裕を持たせることとし，機器・配

管系の支持機能が維持できる設計とする。 
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車両型設備の間接支持構造物については，地震動に対して，転倒評価を実施することで機

器・配管系の間接支持機能を維持できる設計とする。 

 

  (7) 通水機能及び貯水機能の維持 

非常時に冷却する海水を確保するための通水機能及び貯水機能の維持が要求される非常用

取水設備は，地震時及び地震後において，通水機能及び貯水機能を維持するため，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，構造強度を確保することで，通水機能及び貯水機能が維持で

きる設計とする。 

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては，限界層間変形角，圧縮縁コ

ンクリート限界ひずみ又は降伏曲げモーメント，面外せん断についてはせん断耐力，面内せ

ん断については限界せん断ひずみを許容限界とする。なお，限界層間変形角，圧縮縁コンク

リート限界ひずみ，せん断耐力及び限界せん断ひずみに対して妥当な安全余裕を持たせるこ

ととし，通水機能及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

これらの機能維持の考え方を，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」に示す。なお，重大事故等

対処施設の設計においては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価条件の比較

を行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別途，重大事故等時の状態にて設計を行う。 

 

6. 構造計画と配置計画 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が

低減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し十分な支持性

能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る

耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を有する設計と

する。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定

性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の支持方針」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機器・配管系の耐震安

全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔をとり配置する若しくは，上位クラス施設の

有する機能を保持する設計とする。 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針  

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止

設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩

和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地

震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的には，「原子力

発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-2015（(社)日本電気協会）」の安定性評価の対象と


